
第 3 部 平成 9 年度において環境の

保全及び創造に関 して講 じ

よ う と す る施策



第 1 章 総合的な環境保全対策

･ 環境基本計画の策定

平成 8 年度に制定 した ｢鳥取県環境の保全及び創造に関す る基本条例｣ に基づ き 、 本県の環境の保

全と創造に関す る 中長期的な 目 標 と施策の方向等を示 した基本的な 。十画であ る ｢鳥取県環境基本計画｣

の平成10年度策定を 目 指 し 、 と り ま と め を行 う

･ 環境影響評価の推進

大規模の開発事業に よ る環境への影響を調査、

の適正な運用 に努め る 。

予測 、 評価す る ため 、 ｢鳥取県環境影響実施要綱｣

･ 環境教育の推進

市町村や住民団体が実施す る 講演会等に ｢鳥取県環境ア ドバ イ ザー｣ を派遣 し 、 県民等が環境問題

についての認識を深め る と と も に 、 ｢環境パ ト ロ ール事業｣ を実施す る な ど環境保全活動の促進に努

め る 。

I
-161-



第 2 章 大 気 汚 染

･ 規 制

大気汚染防止法 ･ 鳥取県公害防止条例に基づ く 関係施設に対 して規制を行 う と と も に 、 ス パ イ ク タ

イ ヤ粉 じん の発生の防止に関す る 法律の適正な施行等を行 う こ と に よ り 大気汚染防止を図 る 。

･ 大気汚染状況

○一般環境大気測定

環境基準が設定 さ れてい る二酸化いお う 等 5 物質等について常時測定を行 う 。

測 定 局 3 局 鳥取市 (衛生研究所) 、 倉吉市 (倉吉保健所) 、 米子市 (米子保健所)

測定物質 二酸化いお う 一酸化炭素、 二酸化窒素、 浮遊粒子状物質、 光化学オ キ シ ダ ン ト 炭

化水素

○ 自動車排出ガス測定

自動車排出ガス に よ る一酸化炭素等の環境汚染調査を行 う 。

測 定 局 3 局 鳥取市 (栄町交差点 ･ 丸山交差点) 、 米子市 (米子市公会堂前)

測定物質 . 一酸化炭素、 窒素酸化物 (窒素酸化物は栄町交差点のみ )

○有害大気汚染物質モ ー タ リ ン グ覊査

有害大気汚染物質の う ち 、 ベ ン ゼ ン等 9 物質について濃度測定を行 う 。

測 定 局 一般環境 鳥取市 (衛生研究所) 倉吉市 (倉吉保健所) 米子市 (米子保健所)
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ク ロ ロ エ チ レ ソ 、 ア ク リ ロ ト リ ル 、 ク ロ ロ ホ ル ム 、 塩化 ビ ニ ルモ ノ マ ー 、 1 , 3- ブ タ

ジ エ ン 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 1 , 2- ジ ク ロ ロ エ タ ソ 。

○市街地におけ る 窒素酸化物汚染実態澗査

市街地におけ る窒素酸化物の汚染状況を把握す る ため 、 定点巍査を行 う

測 定 局 鳥取市 (10地点) 倉吉市 (10地点) 米子市 (10地点)

○降下ぽい じ ん調査

地上に降っ て く る あ ら ゆ る ぽい じ んの総量を測定す る 。

測定地点 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市、 日 吉津村

○酸性雨覊査

地球環境問題の一つであ る酸性雨の実態を測定す る 。

測定地点 鳥取市、 若桜町、 倉吉市、 米子市
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第 3 章 水 質 汚 濁

･ 公共用水域及び地下水の水質監視等

○公共用水域の常時監視等

平成 9 年度公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づ き 、 次の と お り 水質監視を実施す る 。 ･
ァ 公共用水域の水質常時監視等

･ 河川 38河川 、 1 19地点

･ 湖沼 4 湖沼 、 20地点

･ 海域 2 海域、 40地点

な お 、 水域毎の測定話画については次の と お り であ る 。

水 域 調 査 回 数 澗査 日 数 測 定 項 目 分析回数 備 考

河j

一級河川 1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPNは年 2 回

二級河川 1 日 1 回

年 4 回

(蒲生j旧年 2 回)

4 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

その他の項 目

4 回/年

1 回/年

1 回/年

4 回/年

蒲生川は カ ト ミ ウ ム 、 鉛 、 砒素

蒲生川 は銅、 亜鉛、 鉄

EPNは年 1 回

都市河川 1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ)

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPNは年 2 回

湖沼

湖 山 池

東 郷 池

中 海

1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPNは年 2 回

多鯰 ヶ 池 1 日 1 回

年 4 回

4 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

4 回/年

1 回/年

1 回/年

4 回/年 EPNは年 2 回

海域

美 保 湾 1 日 1 回

月 1 回

毎月

12 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

12回/年

2 回/年

2 回/年

12回/年 EPトす るま年 2 回

日 本 海 1 日 1 回

年 3 回

3 日 /年 生活環境項 目

健康項 目

特殊項 目 ( ク ロ ム のみ )

そ の他の項 目

3 回/年

1 回/年

1 回/年

3 回/年 EPNは年 1 回

海水浴場 1 日 1 回

年 3 回

3 日 /年 生活環境項 目

そ の他の項 目

3 回/年

3 回/年

油分等は年 1 回
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= イ 地下水の監視

伊) 概況調査 2 市、 3 地点、 年 2 回

贅 ) 汚染井戸周辺地区劃査 1 市、 8 地点、 年 2 回

(ゥ) 定期モ ニ タ リ ン グ調査 4 市、 12地点、 年 2 回

○水質測定計画の策定

平成10年度の公共用水域及び地下水の水質測定。十画を作成す る 。

ァ 既調査結果の検討

イ 地下水の水質測定計画の検討

･ 水質汚濁防止対策

○工場事業場排水鼻査指導

水質汚濁防止法、 鳥取県公害防止条例に基づ き 、 関係施設の排水調査等に よ り 改善指導を行 う

○湖山池工場事業場排水規制強化基礎逼査

湖山池水質浄化のための新たな施策の一つ と して 、 中海 ･ 美保湾流域に適用 してい る 現行の上乗せ

条例を今後湖山池流域に も適用す る ための基礎搦査を実施す る 。

○ ゴル フ場周辺水質園査

ゴル フ場の農薬の適正使用の指導等に資する ため 、 ゴル フ場排水の検査を実施す る 。

･ 湖沼水質保全対策

○中海湖沼水質保全。十画の推進

平成 7 年 3 月 に策定 した第 2 期中海湖沼水質保全。十画に定め る各種浄化施策を総合的、 。十画的に推

進す る も の と す る 。

○湖山池水質管理計画の推進

平成 3 年1 1月 に策定 した湖山池水質管理計画に定め る 各種浄化施策を総合的、 。十画的に推進す る 。

○市街地汚濁負荷原単位覊査

水質予測技術の精度向上と発生源の負荷割合に応 じた効果的な負荷削減対策への活用を図 る ため 、

住宅地域等か ら降雨に伴 っ て流出す る 汚濁負荷量を把握す る 。

･ 生活排水対策

住民の 日 常生活に伴い排出 さ れ る 生活排水に起因す る湖沼等公共用水域の水質汚濁を防止す る ため ･

｢鳥取県生活排水対策推進要綱｣ に基づ き生活排水対策を推進す る 。

○鳥取市、 米子市の生活排水対策推進計画の推進指導

○中海及び湖山池に係 る 生活排水対策
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県、 市、 住民代表か ら な る 生活排水対策連絡会議を開催 し 、 そ の活動普及方策を検討す る 。

○生活雑排水対策推進員の活動支援

○県民への啓発

生活排水処理に対す る 意識の普及啓発を図 る ため 、 テ レ ビ ス ポ ッ ト 放映、 ソ フ レ ッ ト の作成を行

う o

○合併処理浄化槽設置整備事業

下水道未整備地域におけ る 合併処理浄化槽の設置促進を図 る ため 、 合併処理浄化槽の装置者に対 し 、

そ の設置に要 した費用の一部を市町村 と と も に補助す る 。

･ 水環境調査研究推進事業の推進

水環境に関わ る 掲査研究を効率的に進め る と と も に 、 水環境の保全 と創造に関す る 事業を積極的に

推進す る 。

こ のため 、 平成 8 年度に発足 した水環境凋査研究検討会で平成1 1年度か ら の実施に向けて各試験研

究機関相互の連携に よ る共同調査研究の組立を行 う と と も に 、 衛生研究所で水生植物を利用 し た水質

浄化に関す る研究を行 う

第 4 章 騒 音

･ 騒音規制法及び鳥取県公害防止条例の施行

法及び条例の施行に関 し 、 市町村を支援す る と と も に 、 適正な規制地域指定のための検討を行 う

(規制地域 4 市 2 町 1 村)

･ 騒音実態調査

環境騒音 ･ 自 動車騒音の実態を崗査す る 。

測定地点 環境騒音 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市

自動車騒音 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市、 郡家町、 河原町、 羽合町、 三朝町、

日 野町

･ 航空機騒音調査

鳥取空港 美保飛行場周辺地域の航空機騒音の実態を覊査す る 。
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第 5 章 振 動

･ 振動規制法の施行

法の施行に関 し 、 市町村を支援す る と と も に 、 適正な規制地域指定のための検討を行 う (規制地

域 4 市 1 町)

･ 振動実態調査

環境振動 ･ 道路交通振動の実態を掲査す る 。

測定地点 環境振動 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市

道路交通振動 鳥取市、 倉吉市、 米子市、 境港市、 郡家町、 河原町、 羽合町、

三朝町、 日 野町

第 6 章 悪 臭

･ 悪臭防止法の施行

法の施行に関 し 、 市町村を支援す る と と も に 、 適正な規制地域指定のための検討を行 う (規制地

域 4 市26町 4 村)

･ 悪臭物質排出実態調査

悪臭排出の地域特性、 悪臭苦情の実態等を踏 ま え 、 悪臭排出実態を澗査測定す る 。

第 7 章 地 盤 沈 下

･ 地盤沈下防止対策

鳥取市街地におけ る地盤沈下の実態を把握す る ため 、 平成 7 年度に引 き続 き一級水準測量を実施す

る 。

○一級水準測量

ァ 測量延長 14 . 0如

イ 水準点 (市街地) 10点

仮点 (千代川左岸北部地域) 偽点
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第 8 章 そのほかの環境汚染物質

･ 土壌汚染防止対策

休廃止鉱山であ る 岩美鉱山の下流の小田川地域におけ る 土壌汚染の改善状況の調査を実施す る 。

･ カ ド ミ ウ ム汚染米対策

小田川地域で生産 さ れ る 米の カ ド

分析澗査を実施す る 。

ウ ム含有量を把握す る ため 、 坪刈 り に よ り 検体を採取 し 、 細密

･ 魚介類汚染調査

魚介類について ･ 食品汚染物質調査を実施す る 。

食品汚染物質調査を実施す る 。

物

･ P C B 汚染調査

P C B に よ る食品の汚染の実態を把握す る ため 、

第 9 章 廃 棄

ごみ処理施設におけ る ダ イ オ キ シ ン発生を削減す る ため 、 ごみの広域処理。十画 を策定す る 。

容器包装 リ サ イ ク ル法の施行及び リ サ イ ク ル プ ラ ザの全面稼働に伴い 、 ごみ減量化施策を充実す る 。

合併処理浄化槽の普及促進を図 る ため 、 装置費助成制度を充実す る 。

環境美化を促進す る ため条例を制定す る と と も に 、 市町村の環境美化施策の支援を行 う

･ 産業廃棄物の公共関与処理事業を推進す る ため 、 財団法人鳥取県環境管理事業セ ン タ ー に必要な無

利子融資等の支援を行 う
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第10章 自 然 環 境

･ 自然環境保全基礎調査の実施

○ 自然環境保全法及び,鳥取県 自然環境保全条例に基づ き 、 地形 ･ 地質、 野生動植物に関す る調査、

その他 自然環境の保全のために講ずべ き施策の策定に必要な基礎崗査を行 う

(調査内容) 生物多様性調査 (種の多様性覊査) 特定植物群落調査

･ 県 自然環境保全地域の指定

○ 鳥取県 自然環境保全条例に基づ き 、

県 自 然環境保全地域と して指定す る 。

巡視活動等を行 う

本県におけ る 自 然環境を保全す る こ と が特に必要な地域を 、

ま た 、 既指定地域の保全管理のため 、 自 然保護監視員に よ る

･ 自 然公園の保護と利用

○ 国立公園 ･ 国定公園 県立 自然公園の保護と利用の適正化を図 る ため 、

監督を行 う 。

○ 自然公園の適正な利用を促進す る ため 、 公園施設 中国 自然歩道の適

に 、 自 然環境や景観に配慮 した施設整備を図 る 。

。午可 届出等に係 る指導

中国 自然歩道の適切な維持管理を行 う と と も

･ 自 然公園の環境美化

○ 自然公園内の環境美化を促進す る ため 、 財団法人 自然公園美化管理財団の美化清掃活動に対 して

助成を行 う と と も に 、 環境美化に係 る運動推進等に よ る 普及啓発を図 る 。

･ 自 然保護思想の普及啓発

○ 自然科学館を中心に 自然保護思想の啓発を図 る と と も に 、 こ れを拠点 と した 自然観察会 (大山及

び山陰海岸地区) や県内 3 ヵ所での登山観察会等の開催な どに よ り 、 自 然に関す る知識の普及啓発

を図 る 。 ま た 、 野外活動や 自 然観察会等に係 る指導員を養成す る ための研修会を開催す る 。

･ 温泉の保護と利用

○ 温泉の保護と利用の適正化を図 る ため 、

渦査等を実施す る 。

。午可行為等に係 る指導監督を行 う と と も に 、 温泉の実態

･ 鳥獣保護対策

野生鳥獣の適正な保護及び繁殖に努め る と と も に 、 狩猟の適正な推進を図 る 。
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第11章 景 観 形 成

･ 鳥取県景観形成条例の運用

○大規模行為及び特定行為の届出指導

大規模な建築物等の新築等や景観形成地域内の建築物等の新築等の行為については 、 事前に届出を

求め 、 審査及び指導を行 う 。

･ 景観形成地域の景観形成の推進

○景観保全対策推進委員会及び地域座談会の開催

大山景観形成地域及び沿道海浜景観形成地域の景観阻害物件の除去等 と地域住民の景観形成に関す

る 意識啓発を推進す る 。

･ 景観形成に関する普及啓発

○鳥取県景観大賞の実施

景観形成に関す る 県民意識の向上と地域の個性を生か し た美 し く ′快適な県土づ く り を推進す る ため 、

景観形成上優れた建築物等の顕彰を行 う

表彰部門 ①公共建築物部門 ②民間建築物部門

③屋外広告物 工作物部門 ④ま ち なみ 緑花部門

･ 市町村の景観形成の推進

○市町村公園化 ･ 景観形成。十画の策定

地域の特性を生か した個性あ る 景観を保全 し 、 創造す る ため 、 公園化 景観形成計画の策定を推進

す る 。

策定市町村 倉吉市、 河原町、 智頭町、 気高町、 羽合町、 会見町、 淀江町、 大山町、 名和町

･ 公共事業における景観形成の推進

○公共事業のおけ る 景観評価の実施

公共事業の説。揃に景観評価の概要方針を定め 、 こ れに基づいて設計及び工事を行 う

○公共事業景観形成検。寸会の開催

特に景観に配慮す る 必要のあ る事業は 、 公共事業景観形成検討会で ｢景観評価の概要方針｣ を検討

す る 。

○公共事業景観形成講習会の開催

公共事業に関わ る 県及び市町村の担当者、 没。十 コ ン サル タ ン ト 工事施工業者を対象に した講習会

‐16字



を開催す る 。

第12章 地球環境問題への取組

･ ｢と っ と り ア ジ ェ ンダ21 ｣ の推進

平成 9 年 2 月 に策定 した ｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ21｣ の普及啓発を図 る と と も に 、 地球環境保全に資

す る 事業を実施す る 。

○ と っ と り ア ジ ェ ン ダ21普及啓発事業

ア ｢地球にや さ し い フ イ フ ス タ イ ル21講座｣ の開催

対 象 県民 ･ 事業者 ･ 市町村

開催場所 鳥取市、 倉吉市、 米子市

内 容 地球環境問題に対す る 説明 を行い 、 各分野におけ る 事例発表及び専門家の提言 ア ド

バ イ ス を いただ く

イ 各種広報の活用

新聞広告、 県政だ よ り 県政テ レ ビ等の活用 に よ り 普及啓発を図 る 。

○ フ ロ ン 回収対策の推進

フ ロ ン 内蔵製品取扱業界におけ る フ ロ ン 回収対策の推進を図 る 。

○低公害車の導入

鳥取保健所に導入 した電気 自動車を公害パ ト ロ ール車 と して使用 し な が ら 、 地域におけ る地球環境

保全の シ ン ボル と して活用す る 。

･ 環 日 本海交流の推進

○学術研究者会議の開催

第 4 回環 日 本海圏地方政府国際交流 協力 フ ォ ー ラ ム (中国吉林省 、 韓国江原道、 ロ シ ア沿岸地方、

鳥取県が参加予定) において 、 環境分野の学術研究者会議を開催 し 、 参加地方政府におけ る環境に関

す る情報交換、 共同研究等の内容について意見交換を行 う

○職員の相互派遣

友好提携を結んでい る韓国江原道 と環境衛生分野研究者の相互派遣を実施 し 、 技術交流を図 る 。

第13章 中小企業に対する貸付

･ 鳥取県中小企業設備資金制度

貸付対象 中小企業者又は事業協同組合

対象施設 土地、 建物、 構築物、 機械整備
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貸付限度額

貸付利率

返済方法

取扱金融機関

5 , 000万円以内

年2 . 7%以内 (保証付 き の場合2 . 31%以内 )

12年以内 ( 2 年以内の据置 き を含む)

県指定金融機関

･ 中小企業設備近代化資金制度

貸付対象 中小企業者

対象施設 機械設備

貸付限度額 設備資金の 1/2以内 (50~4 , 000万円)

貸付利率 無利子

返済方法 12年以内 ( 1 年以内の裾置 き を含む)

申込窓 口 商工会、 商工会議所、 中小企業団体中央会

･ 中小企業。没備貸与資金制度

貸付対象 中小企業者

対象施設

貸付限度額

貸付利率

返済方法

申込窓 口

･ 公害紛争処理

公害紛争処理法に基づ き 、

･ 公害苦情

公害苦情の内容は、

に努め る 。

中小企業者

機械設備

100~3 , 500万円

2 . 75%

11年半以内

財)鳥取県中小企業振興公社

第14章 公害紛争処理 公害苦情等

公害審査委員候補者13名 を任命 し 、 公害紛争処理の体制を と っ てい る 。

多岐にわた っ てい る が 、 県 、 市町村等の関係機関の連絡を密に し 、 迅速な解決

･ 企業の公害防止管理者等の設置

特定工場におけ る 公害防止組織の整備に関す る 法律に基づ き 、 企業の指導にあた る と と も に 、 法の

適正な運用を図 る 。
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